
Ⅰ　教育討議・議論の時代

　今日、世界の各国で「シティズンシップ」教

育（Citizenship Education）への関心が高まっ

ている１）。ところで、「シティズン」や「シテ

ィズンシップ」とは何であろうか。元来、「シ

ティズン」とは、都市生活を中心に発達した近

代市民社会の成員としての「市民」を意味して

いた。また同時に、その近代市民社会を基盤に

成立した近代国家の一員としての「国民」も意

味している。我が国で使われている「公民」と

いう概念は、英語の「シティズン」（Citizen）

の訳語である。また、「シティズンシップ」と

は、「シティズン」が備えるべき資質のことで

ある。

　このように、近年の新しい言葉かのように見

える「シティズンシップ」教育は、「市民」と

「国民」の双方の資質を備えた個人、つまり権

利と義務を有する個人の育成を図る教育のこと

である。この教育の学校における中心教科が社

会科の公民教育であり、それが目指すものは社

会科の究極的な目標の「公民的資質」といえる。

　そもそも「シティズンシップ」教育は、「市

民社会」の形成と「国民国家」の成立という２

つの歴史的契機によって、国民教育の課題にな

ってきたものである。ただし、現在、その「市

民社会」および「国民国家」そのものが問い直

されているために、「シティズンシップ教育」

がクローズアップされているといえる２）。

　現在、どのような「市民社会」や「国民国

家」を形成するのか、そのために教育がどうあ

るべきなのかが議論されようとしている３）。ま

ず、その議論が必要になってきた背景を探って

みよう。広田照幸氏は、社会変動の中の教育を

論じつつ、教育についての議論が必要になって

きた理由を次のように述べている４）。

　第一に、冷戦終焉以降、わかりやすい東西の

対立軸から先行き不透明になったこと。先行き

不透明だからこそ、適切な政治判断を社会がや

っていくためには、民主主義を再活性化させな

ければならない。

　第二に、民主主義の基盤が動揺したこと。さ

まざまな中間集団（帰属集団）の破壊、地域の

つながりの分断など、市民レベルの民主主義の

基盤が崩れてきている。また、討議や熟議の場

としての公共空間が衰退し、市民による民主主

義がやせ細ってきている。

　第三に、日本社会の地方分権化が進みつつあ

ること。分権化したシステムを機能させるため

には、適切に判断する市民が必要であり、市民

によるコミットメント、熟議が不可欠になって

きている。

　第四に、日常生活を越えて考えなければなら

ない深刻な問題が待ち受けていること。グロー
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バル化の進展によって現代の人類が地球環境問

題、平和問題、エネルギー問題などの深刻な課

題を共有することになる。それらの課題に教育

は無関心であってはならないという。

　このような必要性を指摘したうえで、次のよ

うに示唆している５）。

　あるべき社会像の優勢なものがなくなり、

政治的な対立軸が複雑になった時代だからこ

そ、また、地方分権化とグローバル化の進展

の中で、われわれの生活が世界中のさまざま

なレベルとの関わりを必然的にもつにいたっ

ているからこそ、熟議を通して社会のあり方

を討議し決めていく、賢明な市民が必要とさ

れている。

　

　ここで言う「賢明な市民」を育てる教育を、

「シティズンシップ教育」「政治教育」「政治的

教養の教育」「政治的リテラシ－教育」などと

呼ぶことができよう。呼称により多少の立場の

違いや対立はあるだろうが、適切に政治的判断

・行為ができる市民を育成することの必要性に

ついては、合意が得られると考える。

　本研究は、戦後の社会科において公民教育、

とりわけ「政治教育」がどのように論じられて

きたのか、政治教育の諸相を素描しながら、そ

こから、今、求められる政治教育のあり方を探

ってみようとする試みである。ただし、本稿で

は、戦後から１９６０年代までの一端を限定的な側

面から論及したに過ぎない。今、求められる政

治教育構想については、更なる論及が不可欠で

あろう。

　

Ⅱ　戦後新教育の「単元学習」

　賢明な市民の育成を議論するためには、政治

的教養を尊重する教育基本法第８条第１項（改

正後は第１４条第１項）を取り上げることが必要

である。

　以前から我が国における政治教育の不振、不

毛については、再三、指摘されてきた６）。教育

基本法第８条第１項では、「良識ある公民たる

に必要な政治的教養は、教育上これを尊重しな

ければならない」と政治的教養を尊重すべきこ

とが謳われている。我が国の政治教育の内容に

あたる「良識ある公民たるに必要な政治的教

養」とは何であろうか。

　教育基本法の制定にかかわった当時の文部省

関係者による『教育基本法の解説』（１９４７年）

には、次のようにある７）。

　

　良識ある公民たるに必要な政治的教養には

いかなるものがあるであろうか。第一に、民

主政治、政党、憲法、地方自治等、現代民主

政治上の各種の制度についての知識、第二に、

現実の政治の理解力、及びこれに対する公正

な批判力、第三に、民主国家の公民として必

要な政治道徳及び政治的信念などがあるだろ

う

　

　元来の教育基本法における政治教育は、十分

な知識と健全な批判力を備えた主権者としての

自覚を高める教育をめざしていた。

　また、戦後に誕生した社会科は社会改造を志

向していた側面がある。ただし、社会科教育と

社会改造との関係については留意が必要であ

る ８）   。      直接的な社会改造は政治そのものである。
　

社会改造と社会科を直接に結び付けると、社会

科は現実の政治権力の僕になるか、反政府的イ

デオロギーの手先になるかの何れかであろう。

政治の教育への介入、教育の主体性の喪失、教

育の混乱を招くような「政治教育」は論外であ

る。社会改造をめぐる政治的活動やその主張を

主体的に受け止め、批判的に検討し、自らの意

思で決定・選択する「市民」を育成するための

教育が本来の意味での「政治教育」である。

　ここでは、昭和２２・２６年のいわゆる初期社会

科の理論と実践を取り上げてみよう。まず、学

習方法の「単元学習」の骨子を紹介しつつ、身

近な地域の時事的な課題をどのように学習した
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のかを垣間見たい９）。

　

１．学習指導要領にみる「単元学習」

　戦後、アメリカの経験的な単元学習の思想と

実践の影響を受けて、社会科のなかで「単元学

習」が盛んに行われた。昭和２２年版の学習指導

要領は、社会科の学習指導法の特質について、

次のように述べている。

　社会科は、青少年が社会生活を理解し、そ

の進展に協力するようになることを目指すも

のであり、そのために青少年の社会的経験を

豊かにし、深くしようとするのであるから、

その学習は青少年の生活における具体的な問

題を中心とし、その解決に向かっての諸種の

自発的活動を通じて行われなければならない。

　

　つまり、社会科の学習指導法の特質は、次の

２点にある。

①青少年の生活における問題を取り上げるこ

と─生活主義

②青少年の自発的活動によって学習が行われ

ること─活動主義

  実際、学習指導要領には、各学年に問題・単

元と活動が例示されている。また、昭和２６年版

では、「単元学習」の特質を列挙しているが、

それを整理すると、次のようになる。

  第一に、児童は問題をみずからのものとして

納得し、はっきりした目的をもって、自主的に

活動するのでなくてはならない。

　第二に、したがって、その学習は児童にとっ

て計画的に進められなくてはならない。そのた

めには、学習計画は常に教師と児童との協力に

よってたてられる必要がある。

  第三に、そこでは、生き生きとした多種多様

な学習活動が行われなくてはならない。つまり、

みずから種々様々な方法を用いて、資料を集め

たり、これをまとめたり、表現したりするよう

な、あらゆる学習活動が営まれなくてはならな

い。

　最後に、このような学習活動の結果として、

社会生活をするうえに価値のある知識・理解・

態度・能力が、真に児童のものとなって、身に

ついていくのでなくてはならない。

　さらに、「望ましい単元の備えるべき条件」

が挙げられている。

①単元の目標が明確であり、その目標があら

ゆる学習活動のなかに浸透していること。

②単元のなかに、児童が強い関心をもって、

その解決のための活動を営むような問題を

いくつか含むこと。

③問題解決にあたって多様な学習活動が行わ

れ、豊かな経験を身に付くこと。

④単元は間口が狭く、深く入るにつれて学習

が広がるようにすること。

⑤学習内容は目標に照らし厳選し、それらが

関連するように組織すること。

⑥単元の計画は弾力的であること。

　以上のような社会科における「単元学習」の

意義及び「単元」の条件は、昭和３０年版にも記

載されている。しかし、昭和３３年版では「指導

計画作成および学習指導の方針」の項に「単元

学習」という用語が使われているだけで、その

意味内容は大きく変わることになる。

２．社会科単元の展開

　ここに藤森七郎編『社会科デモンストレ－シ

ョン』（山海堂、 昭和２３年）という本がある。

これは、当時全国各地で開催された社会科授業

をめぐる協議討論会の記録である。その「序」

によれば、「この研究会では実地の学習指導に

当ることになった人達に一度東京に集ってもら

い、専門家から直接に指導計画についての示唆

をうけ、それぞれ各地にかえって、地方独特な

具体的な計画をたててもらった」とある。

　ここから、当時の「単元学習」の考え方と実

践の特徴を垣間見ることができる。社会科単元

の展開について、文部事務官である石川二郎氏

は、次の８段階を提起している。

①教師の前もっての計画─学習指導要領を検
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討し、単元の目標と内容の範囲・順序を決

めること。

②単元の導入─単元としての問題を生徒自身

のものにさせること。

③生徒と教師と共に単元の目標を立てる─何

のためにこの単元を学習するかを考えさせ、

その単元学習の目標を定めさせること。

④学習活動の計画─目標を達成するための学

習活動の内容・範囲・順序を考えること。

⑤学習活動の実施─学習活動の類型を考え、

学習活動を発展させ、個性を十分に伸長さ

せること。

⑥しめくくりの活動─いままで獲得した理解

や知識や技能などを用いて、全体としての

理解を深め、総合的にするような全体的な

印象的な学習を展開すること。

⑦生徒と教師とともに行う効果判定─単元の

展開において、次の点を反省する。

・それは時間をかけただけの価値があったろ

うか。もしなかったとすればそれはなぜだ

ろうか。

・それから得た一番よいことは何だろうか。

・もっとよくやれたと思うことはどんなこと

だろうか。

・それはどのような新しいことがらを与えて

くれたろうか。

⑧教師の効果判定─教師だけによる効果の判

定は、教師の自己反省を意味する。

  このように、「単元学習」では、教師と生徒

とによって目標が立てられ、学習活動が計画さ

れ、実施された単元の展開が教師と生徒とによ

って反省され、再構成されることになる。この

単元指導の型は、画一化されたものではないが、

一つの指導方法として、今日においても意義が

あろう。

３．実践『松江の工業』

　この実践は、昭和２３年に松江第三中学校２年

生を対象として行われたものであり、さきの

『社会科デモンストレ－ション』に掲載されて

いる。授業者は高橋活博教諭である。

　①授業展開

　授業は教師の次の発問から展開された。「教

師  大急ぎで「松江の衛生」について学習を大

体終えたが、さて、この次はどんな題目を研究

しようか？誰か考えている者はいないか？」

　生徒からは、「電力の問題」「松江の造船業」

「石炭問題」「学校生活」「水産業」「製糸業」

「交通問題」「世界状勢」等の問題が出る。教師

はそれぞれの問題を検討しながら、共通問題と

して「松江の工業」に絞ろうとする。

　ところが、内容が「松江の工業」に決まりそ

うになったとき、ある生徒から「松江は古くか

ら観光都市として発展して来た町であり、工業

には今後も発展性がないと思うので、僕はむし

ろ“観光都市としての松江”をしらべた方がよ

いと思う」という意見がでる。しばらく、松江

を工業都市とするか観光都市とするかで意見が

対立し、それぞれの論が展開される。教師は工

業都市論と観光都市論の対立を調整し、最終的

に「家内工業」を含めた「松江の工業」につい

て調べることになる。その後は、工業発展の条

件を松江にあてはめ、その是非を検討して授業

は終っている。

　②授業の特色

　本授業は中学二年の第三単元「近代工業は、

どのように発展し、社会の状態や活動に、どん

な影響を与えて来たか」に対応した「松江の工

業」の導入部である。

　本授業は、子どもたち自身が問題を出しあい、

それを教師の指導・助言をうけながら、その後

の研究問題としてまとめあげていくという「単

元学習」の導入のあり方を示すものである。

　この授業を参観された朝倉隆太郎氏は「生徒

達は非常に愛郷心が豊かであり、郷土のことが

らをよく知っている」「郷土松江市の将来につ

いて真剣に議論を進めている」としている。ま

た、生徒の調べてみたい問題が提起されると教

師がその理由を確かめている点を取上げ、生徒

の発言を吟味することは「生徒の発言を上滑り
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にすることを防ぎ、生徒に自らの確実な意見を

もたせる」とその指導性を評価している。

　さらにいえば、一時間の授業中、工業都市論

と観光都市論とが鋭く対立し、それぞれの立場

から工業発展の可能性を追究している。この対

立こそが授業を生き生きとしたものにしている。

　

４．「単元学習」の意義

　昭和２０年代の「単元学習」は、社会科におい

ては「問題解決学習」として、その後、展開さ

れることになる。しかし、「単元学習」という

主張は、依然として重要である。今日の社会科

実践に「単元学習」の精神をどのように生かす

べきか。

　まず、教師の役割についてである。「単元学

習」では、学習計画を教師と子どもとが協力し

て立てることになる。学習過程において、教師

は助言者である。しかし、「望ましい単元の備

えるべき条件」及び「社会科単元の展開」でみ

たように、教師は子どもの実態に即して事前に

学習計画を詳細に検討しておかなければならな

い。それがなければ子どもの問題に対応できな

くなろう。教師は自らが語るのではなく、自由

に発言できる雰囲気を作ることが大切になる。

　つぎに、単元内容についてである。単元内容

は、生活と知識が結合することによって成立す

る。従来、社会科の内容は、小学校の場合、

「生活・くらし」が、中学校の場合、「知識・し

くみ」がそれぞれ主軸となっていた。今後は、

生活と知識の適切な組み合わせることが必要で

あろう。また、この適切な組み合わせにしたが

って、子どもの認識に即した授業展開を工夫す

ることも必要になろう。

　最後に、評価の問題である。「社会科単元の

展開」にある⑦生徒と教師とともに行う効果判

定、⑧教師の効果判定は、社会科実践における

評価を考える上で参考になろう。

　ここでは、評価は学習活動の一部として学習

過程において行われる。生徒と教師とともに行

う評価は、学習を興味づけ、活発にするための

ものであり、教師は自己の指導法を改善するた

めに評価を行う。また、この教育は何のために

行われるのか、その社会的意味を問うことも評

価の役割であろう。生徒にとって、また、教師

にとって、さらに、社会にとって、評価はどの

ような意味をもつのか改めて考えることも重要

であろう。

　

Ⅲ　初期社会科と政治教育

　

　戦後日本の教育の再建は、平和と民主主義の

憲法、教育基本法の理念にもとづいて推進され

た。民主主義の定着や人権意識の向上を目指す

政治教育を重視してきたのは当然のことである。

この政治教育の中核として、その教育的役割を

担ったのが新教科としての社会科であった。

　先に見たように、昭和２２年の社会科学習指導

要領には、社会科の任務は、青少年に社会生活

を理解させ、その進展に力を致す態度や能力を

育成することであるとした上で、その社会生活

を理解するには、人間性の理解がともなわなけ

ればならないとした。さらに、人間性の理解に

ついて、次のように記述されている。

　

　社会生活の根本に、人間らしい生活を求め

ている、万人の願いがひそんでいることを忘

れて、ただ社会に現われているさまざまなこ

とばかり理解しても、それは真に社会生活を

理解しているとはいえない

　

　青少年の人間らしい生活を営もうという気

持ちを育ててやることは、基本的人権の主張

にめざめさすことであると同時に、社会生活

の基礎をなしている他人への理解や他人への

愛情を育てることでもある。事実、みずから

自分の生活の独立を維持し、人間らしい生活

を楽しむことを知っているものであるならば、

そこにはじめて、他人の生活を尊重し、自他

の生活の相互依存の関係を理解することがで

き、自分たちの社会生活を、よりよいものに
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しようとする熱意を持つことができるのであ

る。

　

　このように、初期社会科の究極のねらいは、

人間性の理解にある。それには、人権意識の育

成と同時に、人間への愛情が必要であり、また、

他人の権利を尊重し、その立場を理解し、誰と

でも付き合える子どもを育成しなければならな

いという。初期社会科の特質は、「人間らしい

生活」を築き上げていく方途を学ぶ教科であり、

そのために、社会生活や相互依存関係を探究し、

社会のなかで生きるための知識や態度を育成す

る教科であった。

　「人間らしい生活」を実現させるために必要

な諸条件として、一方には政治、経済、社会制

度、法などの社会的な事実、外面的な側面と、

他方ではわれわれの心の持ち方・価値観、内面

的側面があるのではないか。

　しかし、この二つの側面を切り離すことはで

きない。もしも、単に外面的な諸事実・事象を

学習者と「かかわり」のないものとして学ぶな

らば、それは内面の深化には役立たないからで

ある。

　社会科が取り扱う政治、経済、社会の制度や

慣習などの社会事象は人間がつくったものであ

り、人間の意志によってつくり変えることがで

きるものである。「人間らしい生活」の実現に

つなげるためには、社会に存在する諸事実の関

連を探り、悪しき諸条件を改善・改革する必要

がある。社会に現われている諸事実を単に理解

しても、真の社会生活の理解にはならない。

　昭和２２年版の小学校の学習指導要領では、次

の問題が設定されている。

第１学年：私たちはどうすればみなといっしょに楽

しい時間が持てるか。

第２学年：私たちはどうしたら楽しい時間が過ごせ

るか。

第３学年：ほかのなかまと仲よくするには、私たち

はどうすればよいか。

第４学年：ほかの土地の人と仲よくするには、私た

ちはどうすればよいか。

第５学年：外国人との交際はどのようにして行われ

るか。

　　　　　私たちの生活を楽しくするためには私た

ちはどうすればよいか。

第６学年：世界じゅうの人々が仲よくするには私た

ちはどうすればよいか。
　

　この問題による学習のねらいは、他人との関

係や集団のなかで生活する意味、また、他人も

同じ人間であることなどに気付かせることにあ

る。その基礎には、個人の尊重や自由・権利と

いった基本的人権が存在していることが当然で

ある。小学校段階では、社会集団において他者

・他人と上手に「かかわり」生活する術を習得

することが図られていた。

　直接に「政治」を扱った単元が、第９学年

（中学３年） の「われわれの政治はどのように

行われているであろうか」である。この単元の

「趣旨」は、次のとおりである。

　

　わが国は新憲法を制定した。その中には、

主権が国民にあるということがはっきりと明

示されている。この憲法の条項は、非常に重

大であり、これが明示されていることは、わ

が国の政治的発展にとって、欠くことのでき

ない第一歩である。しかし、憲法の原則が、

単に一片の紙きれに終らないためには、国民

の日常生活の中に、これが生かされることが

たいせつである。

　そこで、国民は、主権の意味を理解し、主

権が国民にあるあり方について、理解を深め

なくてはならない。

　

　また、教材の配列は次のようになっている。

（一）　なぜ政府は存在するのか。（１）なぜ人々は、

集団や社会の中に生活しなくてはならない

のであろうか。（２）個人は、集団の一員と

して、どういう生活を営んだらよいか。

（二）　わが国の政治活動は、どのように行われてい

るか。（１）地方では、どのように政治が行

われているか。（２）政府は、どんな機構と

形式と機能を持っているか。

（三）　国民の政治生活は、どんな歴史的背景を持っ
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ているか。（１）明治維新に、政治の形式は

どんなに変わったか。（２）なぜわれわれは、

新憲法を制定したか。

（四）　われわれは、どうして民主的な目的を、日常

生活に具現したらよいか。（１）新憲法の原

則を、どう理解したらよいか。（２）われわ

れは、どうしたらならば、民主的生活を実

現できるか。

　

　この単元の「趣旨」及び「教材の配列」から

見た初期社会科の政治教育の特徴は、憲法の精

神を日常生活の中に生かすことを目指していた

という点にある。つまり、憲法の条文の解説を

主眼とするのではなく、子どもの学習や経験の

上に立って憲法についての理解を深めさせ、そ

れを日常生活のなかに生かせることを目的とし

ていたものであった。憲法の原則である「主権

在民」「基本的人権」をどのように日常生活に

具現化したらよいかが考えられている１０）。

　続く、昭和２６年版の学習指導要領は中学校第

３学年の主題として「民主的生活の発展」をお

き、そのもとに５つの単元を設定した。その第

１単元が「われわれは民主主義をどのように発

展させてきたか」であり、それを受けて、第２

単元が「われわれの政治は、どのように行われ

ているか」になっている。第２単元の要旨は次

のとおりである。

　この単元では、民主主義の理想が社会の政

治の上にどのように行われているか。また民

主的政治の実現に特にわが国としていかに努

めなければならないかについて学ばせようと

するものである。 

　憲法で個人の尊重が特に強調されているよ

うに、社会生活においては、自分の権利が尊

重されると同時に、他人の権利も同様に尊重

しなければならない。そしてこのような社会

生活を発展させて行くについても、政治のあ

り方が重大な関係をもつ。政治はわれわれの

日常生活の中にもあり、地方の政治、国の政

治もまた、われわれの生活と直接連なってい

る。新しい憲法によっても主権の在民が明ら

かにされているように、国の政治であっても、

国民のものであり、国民のために国民みずか

ら行わなければならないものである。わが国

の政治が民主的に行われるかどうかは、国民

全体の民主政治に関する理解と熱意によって

決められるものである。したがって、この単

元の学習は、独立したわが国の政治の発展に

重大な意味をもつものであることは改めて述

べるまでもないであろう。

　

　また、その内容は以下のとおりでる。

①政治とはどんなことか、また政治はわれわ

れの生活になぜ必要か。

②政治はわれわれの社会生活に対して、どん

な働きをしているか。

③われわれの憲法は現在の政治のやり方の原

則について、どのように定めているか。

④現在のわれわれの政治はどのような組織に

よって行われているか。

⑤政治の費用はどのようにしてまかなわれて

いるか。

⑥民主的政治の原則をわれわれの身近な日常

生活の上にどのように実現していったらよ

いか。

　このように、民主政治の本質、必要性、役割、

諸原則、組織、費用などを取り上げ、最後に、

民主的政治の実現可能性を探るものになってい

る。

　初期社会科の政治教育は、憲法や民主主義の

精神を学校教育の中で実践的に体得させようと

する意欲に満ちていた。

Ⅳ　政治教育と公民的資質

　初期社会科の政治教育は、発足間もなく逆流

に直面することになる。その要因の一つが、

１９５０年代前半のアメリカによる対日政策の転換

である。１９５０年の第二次アメリカ教育使節団報

告書は、「極東において共産主義に対抗する最
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大の武器の一つは日本の啓発された選挙民であ

る」として反共政治教育の必要性を述べた。

　また、１９５０年代後半以降の保守政権による教

育政策の展開は、学習指導要領の「国家基準」

化、教科書検定の強化などによる教育内容の国

家統制、教育の中立性維持のための「教育二

法」の制定など、「政治的教養」を軽視ないし

は無視する方向に進められた。

　さらに、政府は、安保運動や学生運動を契機

に、文部省の通達などにより、学生・生徒など

の政治的教養や政治的活動を制限ないし抑制し

ようとした。

　このような時代背景の中で展開された、政治

教育をめぐる議論を若干取り上げてみたい。そ

の一つが、１９６０年代後半の学生運動と政治教育

の問題である。もう一つが、社会科の目標の

「公民的資質」や中学校の公民的分野の成立に

かかわる「公民」をめぐる議論である。

　

１．政治的教養の教育

　大学紛争やその影響とも考えられる高等学校

における紛争などを契機として、あらためて教

育基本法第８条の規定が議論の対象になった。

　相良惟一氏は、教育基本法第８条第１項と第

２項をカバーした規定全体の標題が「政治教

育」になっていることから、第２項で禁止され

ている「政治教育」とは別個のものとしてい

る １１）    。       教育基本法第８条規定は、教育と政治に
　

関する一つのあり方を示したものであり、具体

的には「教育の政治的中立主義」というひとつ

の基本原理を規定したものとしている。

　また、第１項にいう「政治的教養」と第２項

の「政治教育」は異質なものであり、前者は、

学校教育及び社会教育を通して、与えられ、か

つ学習されるべきものであり、単に教育に限る

ものではない。後者は、「特定の政治的イデオ

ロギーにもとづき、それを教え込むところの教

育」「特定の政治的イデオロギーを押しつける、

教条主義的教育」としている。

　当時、文部省の中学校・高等学校の学習指導

要領の改訂を担当していた梶哲夫氏は、相良の

論文を援用し、教育基本法第８条の第１項の

「政治的教養の教育」と第２項の「政治教育」

とを明確に区別することが、社会科における政

治学習のあり方を検討する根本としている１２）。

つまり、「政治教育」である政治的イデオロギ

ーの教化を図る教育を主体的に受け止め、批判

的に吟味し、意思決定することが必要になって

くる。そこでは、豊かな政治的教養を身につけ

る教育が期待されることになる。

　現実に、昭和４４（１９６９）年の中学校社会科の

学習指導要領の改訂に際して、公民的分野の

「内容の取り扱い」の箇所に、教育基本法第８

条について、次の文言がはじめて記されるよう

になる。

　

　時事的なできごとを取り入れることは、内

容の理解をいっそう具体的なものにするとと

もに、現実の社会に関心をもたせ、特に公民

として必要な政治的教養の基礎をつちかうう

えでは効果があるが、その際には、教育基本

法第８条の規定に基づき、適切に行うように

特に慎重に配慮して、生徒に公正な判断力の

育成を目ざした指導を考慮することが必要で

ある

　

　この「教育基本法第８条の規定に基づき、適

切に行うように特に慎重に配慮」という趣旨の

文言はその後の改訂でも踏襲されて、記載され

ている。

　また、 m 山政道氏は、大学紛争の時期に、当
１

時の文部省のいう「公民教育」（公民的資質）

の必要性を理論的に裏づけている１３）。

　まず、 m 山氏は、「良識ある公民」について、
１

「最近の造反紛争における大学生や青年労働者

の間に流行している『論理』とか『心情』とか

いう言葉の含蓄しているものは、およそこの良

識とかけ離れたものである」と述べたうえで、

公民のための政治的教養の内容として、以下の

３点を挙げている。
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①権利の主張から責任の自覚：権利と責任並

びに自由と公共との調和と統合

②内面的制御と自律的人間の形成：政治及び

行政による公共政策の決定に直接・間接に

参加する努力

　③自由意思に基づく集団組織の行動

　また、 m 山氏は、若い世代の間に「議会制民
１

主主義の形骸化」また「空洞化」などという批

判や蔑視の声、多数決原理についても賛成し難

いという見解などの状況において「とくに緊要

と思われるのは、議会制民主主義の意義を理解

し、これを尊重する公民を育成することであ

る」と指摘している。

　さらに、「若い世代の議会政治の現実の在り

方に対する不信が直ちに議会制民主主義そのも

のの否定」となるが、そうではなく、「日本で

議会制民主主義がうまく行かず、国民とくに若

い世代の不信を買っているとすれば、何処にそ

の欠陥があるのか、その原因は何か、どうすれ

ば改革されうるのか、という建設的な問題に頭

を費すべきであって、これに代るべきものがな

いのに、直ちにこれを否定したり、造反運動に

貴いエネルギーを無駄に費すべきではないと考

える」と述べている。

　最後に、「この制度に代わるべき政治体制が

ないとしたならば……国民としては、議会制民

主主義の原理を理解し、それを実現しうる条件

を具えてゆく努力をするほかに生きる方途はな

い。ここに良識ある公民に必要な政治的教養の

ための教育として、議会制民主主義の危機を克

服してゆく政治的教養を高めてゆくことが緊要

な教育的課題といえよう」と結んでいる。

　学生運動が盛んだったころの政治的教養の内

容として、議会制民主主義を否定し、新たな政

治体制に変革するよりも、まずは、議会制民主

主義の本質を把握させる教育の必要性を強調し

ている。

２．教育の政治的中立

　先に引用した相良氏の論文は、望ましい政治

学習のあり方として、次の２点を指摘している。

　第一に、当面している諸問題、とくに安保問

題、さては大学の問題、自衛隊の問題など、い

ずれも好個の問題であり、オミットすべきでは

ないこと。

　第二に、不偏不党、客観的立場に立ってそれ

を行うこと。

　ここで問題になるのは、不偏不党、客観的立

場と何か、可能なのか、可能ならばどのように

実践するのかなどである。言い換えれば、教育

の政治的中立の問題である。

　政治学習における中立性はいかに確保される

べきであろうか。政治学習では、現実の政治上

の諸問題を子どもの学習の正面にすえ、追究さ

せることを重視する。その際に、学習問題やそ

の追究プロセスで中立性を確保するための基準

が必要になろう。その方策を市川博氏は次の４

つに区分している１４）。

　①法秩序を遵守する立場

　②学問的成果に準拠する立場

　③自己の信念に徹する立場

　④動的相対主義の立場

　①は法治主義の立場から、民意が最も反映し

ていると考えられる国会・政府に判断を委ねる

ものである。しかし、政治問題化（たとえば安

保問題、自衛隊問題など）し、社会的に評価の

分かれる問題について、その判断の基準を政府

に求めることができるのかどうか、疑問である。

　②は客観的基準として共有財産の学問的成果

に判断を委ねるものである。しかし、ある事実

（安保条約、戦争放棄）の存在を認めるにして

も、それを教材として取り上げるべきか、また、

どのように提示するかについては、学問の成果

として確定することができない。また、学界の

共有財産も不安定なものでしかないのではない

か。

　③は絶対中立がないとすれば、教師の自己の

立場を明確に押し出すものである。教師がそれ

ぞれの立場で、多様な考え方を子どもに提示し、

子ども自身の思考を働かせるものである。ただ
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し、判断力が未熟な小学生に適用することは適

切ではないし、教師の個人的見解で評価が下さ

れる可能性もある。

　④は上田薫氏の主要な教育理論である１５）。子

どもがそれぞれ個性的に創造的に自らの信念を

築けるように教師が支援するという教育論であ

る。その特色は、教師は子どもの中にある絶対

化・固定化したものを定着させようとしないこ

と、教師は子どもの主体的追究の援助者である

こと、子どもの問題解決の力の育成を重視する

ことである。

　④の立場からの実践や主張がある。山田勉氏

は「問題は、法制下における公教育が即政治的

に中立であるという迷妄が、教育にたずさわる

すべての人の政治的感覚を麻痺させ、政治には

触れないようにし、触れる場合には、ごく一般

的な体系的知識を与えていけばよいと考えるよ

うになってしまうことである」として、公民と

しての資質を育成するためには、「現実的な政

治過程にかかわるもの、政治的な課題に立ち向

かう教育活動」が不可欠としている。

　つまり、教育の政治的中立を確保することは、

政治的現象を具体的に取り扱うことを避けるこ

とによってできると考えるのは虚妄としている。

それでは、どのように政治的教養を身につけさ

せようとしたのか。以下の指摘は傾聴に値す

る １６）    。       
　

　

　政治的現象を具体的に取り上げ、その取り

上げた事実に対するその時点での子どもの立

場を明確に形成させていく以外には方法がな

さそうである。すでに子どもが無意識に形成

してきた立場と、政治現象とのかかわりで顕

在化し、不十分な立場をより整合的に再構成

していく。それは、教師の立場と他の子ども

たちの立場との葛藤を含んだところの政治現

象をより深く、より本質的にとらえていく過

程のなかで次第に成就されていくものである。

　

　政治現象を追究させ、個々の子どもの自身の

認識を深めさせるように教師は支援に徹するこ

とである。

３．社会科教育と公民

　１９６８・６９（昭和４３・４４）年に小・中学校社会

科の学習指導要領が改訂される。そこでは、社

会科の総括的な目標が「公民的資質の基礎」の

育成とされ、中学校の政治・経済・社会的分野

が「公民的分野」に改称された。

　当時、文部省教科調査官として「公民的分

野」への改訂を担当した梶哲夫氏は「公民」を

使用した事情について次のように語っている１７）。

　名称については僕は個人的には市民的分野。

僕の感覚の中にはやっぱり日本の市民社会が

あって、社会科の学習を通して日本の市民社

会の形成に貢献したいと。ところが、教育課

程審議会にその案を出したら委員の方が皆首

をかしげた。無理はないですよ。市民って概

念が今みたいに、使われるようになったのが

公害問題からなんですね。…首をかしげる方

が多くてね、それで困りました。その時に、

教育基本法第８条の「良識ある公民たるに必

要な政治的教養は…」ということで、稲田先

生から「梶さん、公民にしたらどうですか」

という意見をいただいた。

　

　この「公民」という概念をめぐって大きな議

論を呼んだ。公民への批判の核心は、公民＝オ

オミタカラというように解し、したがって、戦

前の公民教育の復活であり、国家、国益に奉仕

する押し付けの公民教育であるという点にあっ

た。

　梶は「公民」への誤解を払拭するために、

「公民」の概念の明確化を図ってきた。どのよ

うなアプローチによって、概念を定着させたの

か１８）。

　第一に、諸法からのアプローチである。これ

は日本の法律のなかで「公民」がすでに使用さ

れていることの指摘である。
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　教育基本法第８条（政治教育）「良識ある公

民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊

重しなければならない」の「良識ある公民」で

ある。また、労働基準法第７条（公民権行使の

保障）「使用者は、労働者が労働時間中に、選

挙権その他公民としての権利を行使し、又は公

の職務を遂行するために必要な時間を請求した

場合においては、拒んではならない」の「公民

としての権利」である。

　第二が初期社会科との関連である。これは昭

和２０年代の社会科のなかで「公民」が何の支障

もなく使用されていた事実である。

　社会科が成立する直前には『公民教育刷新委

員会』による公民教育の構想が提起されていた。

また、昭和２２年版学習指導要領の社会科の内容

に「よい公民としての特質」「自治的生活と公

民としての責任」「公民としての権利と責任」

が挙げられている。さらには、昭和２３年の『小

学校社会科学習指導要領補説編』には次のよう

に記載されている。

　社会科の主要目標を一言でいえば、できる

だけりっぱな公民的資質を発展させることで

あります。これをもう少し具体的にいうと、

児童たちが、（一）自分たちの住んでいる世

界に正しく適応できるように、（二）その世

界の中で望ましい人間関係を実現していける

ように、（三）自分たちの属する共同社会を

進歩向上させ、文化の発展に寄与することが

できるように、児童たちにその住んでいる世

界を理解させることであります。そして、そ

のような理解に達することは、結局社会的に

目が開かれるということであるともいえまし

ょう。

　しかし、りっぱな公民的資質ということは、

その目が社会的に開かれているということ以

上のものを含んでいます。すなわちそのほか

に、人々の幸福に対して積極的な熱意をもち、

本質的な関心をもっていることが肝要です。

それは政治的・社会的・経済的その他あらゆ

る不正に対して積極的に反ぱつする心です。

人間性及び民主主義を信頼する心です。人類

にはいろいろな問題を賢明な協力によって解

決していく能力があるのだということを確信

する心です。このような信念のみが公民的資

質に推進力を与えるものです。

　

　やや長い引用になったが、ここには「公民的

資質」という概念がすでに使用され、その意味

についても言及されている点が注目される。ま

た、「不正に対して積極的に反ぱつする心」「人

間性及び民主主義を信頼する心」「人類にはい

ろいろな問題を賢明な協力によって解決してい

く能力があるのだということを確信する心」な

どの心・信念の重要性を指摘している。

　このような基本姿勢と根本的な見方・考え方

が社会科公民教育の根源ともいえる。

Ⅴ　小括

　以上、戦後から１９６０年代までの政治教育ない

し公民教育の諸相を一瞥してきたが、そこから

今後の教育構想に活かせる考え方を抽出してみ

たい。

　第一に、自分たちの身近な地域のあり方につ

いて真剣に考えさせるようにすることである。

Ⅱの実践「松江の工業」では、子どもたちが市

長になったかのように「まちの未来」を考えて

いる。そのためには、単元学習の考え方を活か

し、単元の設定を工夫し、教師の役割を再考す

る必要があろう。

　第二に、初期社会科の基本理念を把握するこ

とである。社会科は民主主義の定着や人権意識

の向上を目指したが、その根底には「人間らし

い生活」の実現があった。また、不正に対する

反発の心、人間性や民主主義を信頼する心、協

力して問題を解決できるという確信の心などの

信念を大切にしていた。「人間らしい生活」の

実現のためには、現実の社会的な諸問題を学習
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の正面に据え、問題の背後にある諸事実を関連

づけながら、悪しき諸条件の改善・改革の方途

を探ることである。

　第三に、教育基本法第８条の規定を再解釈す

ることである。第８条の１項の政治的教養の教

育と２項の政治教育を峻別したことが政治教育

の不振を招いたのではない。一方では、政治的

教養の教育の必要性から、政治制度や機構の解

説に終始する授業が展開されてきた。他方では、

教育の政治的中立性の確保の課題から、学校か

ら政治的な匂いのするもの・現実の政治問題が

排除されてきた。政治教育のねらいは政治的な

問題について考え、民主政治の実現に寄与でき

る人間を育てることである。

　要するに、まずは身近な地域の諸問題を取り

上げ、子どもの既有の考え・認識を露呈させ、

子ども同士に拮抗・葛藤を起こさせながら、諸

問題に対する子ども自身の考え・認識を深めさ

せることが大切である。そこから、子どもがそ

れぞれ個性的に創造的に自らの信念を構築でき

るようにすることが政治教育の本義であろう。
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